
被保険者（組合員）

様

令和 ４年 ４月 １日
保険者所在地　 〒000-0000

兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５ー１

保険者名称 〇〇健康保険組合

電話　（　078　）　322　－ XXXX
担当者名 兵庫 三郎

１．対象者・対象診療

生年月日
昭・平・令　56年５月１日

２．給付（支給）内容

総点数（　50,000　点）

３．合算による高額療養費及び附加給付額内訳

療養費等支給状況証明書の記入例

療養費等支給状況証明書

下記のとおり相違ないことを証明する。

被保険者証 記号 番号

神戸　太郎

123456 01

医療保険総医療費 ⓐ 診療実日数 負担割合 ⓑ 保険給付額 ⓒ 自己負担額 ⓓ

単独・合算・多数回
不支給

単独・合算
不支給

29,000 円

417,570 円
うち現物給付の高額療養費

（　67,570　円）

高額療養費支給額 （償還額）ⓔ 附加給付額 ⓕ

31 日 1割・2割・3割

給付額全額

82,430 円500,000 円

82,430　円うち現物給付の高額療養費

（Ｓ５６・５・１） （　67,570　円）

78,430　円

①　ⓒ欄は実際の保険給付額を記入してください。
②　高額療養費が支給される場合は、その合計をⓔ欄にご記入ください（現物給付分は除く）。また、合算による高額療養費がある場合はその内
      訳も下欄にご記入ください。
③  神戸市の福祉医療制度は医療保険者に附加給付制度がある場合、附加給付制度を優先適用します（附加給付制度等適用後のなお残
      る自己負担額が神戸市の福祉医療制度の助成対象となります）。附加給付制度を支給できる場合は、その合計額をⓕ欄にご記入ください。
　　 また、合算による附加給付がある場合は対象となる医療費等の内訳も下欄にご記入ください。
④　支給がない場合は、「不支給」に○を入れてください。

氏名
医療の種類 総医療費 医療給付額 自己負担額

（生年月日）

神戸 太郎 入院・外来
歯科・調剤

給付額全額

 　500,000　円

30,000　円うち現物給付の高額療養費

（Ｈ１５・５・４） （　　　　　0　円）

神戸 年男 入院・外来
歯科・調剤

417,570　円

うち現物給付の高額療養費

（Ｓ２４・６・１） （　　　　　　円）

神戸 花子 入院・外来
歯科・調剤

給付額全額

 　100,000　円
70,000　円

給付額全額

50,000　円
35,000　円

合算による高額療養費
にかかる負担額計 112,430　円注意：補装具等の証明の場合、必ず月ごとに分けてご記入願います。

附記
１　神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例の対象者
２　神戸市こども医療費助成に関する条例の対象者
３　神戸市重度障害者医療費助成に関する条例の対象者
４　神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の対象者

合算による高額療養費支給
額(現物給付分は除く) 29,000　円

合算による附加給付額 78,430　円

神戸 太郎

▲▲病院医療機関等の名称
受療
期間

令和４年１月１日から
　令和４年１月３１日まで

証明を要する
対象者氏名

続柄 男
女（本人）

診療月 令和４年１月診療分
入院・外来
歯科・調剤

種類
補装具・その他

（　　　　　　　）

保険者（組合）の方へ

●この証明書は神戸市の福祉医療

費助成の支給額算定のために必要

な書類です。

●被保険者（組合員）より証明の依

頼があれば、証明が必要な診療月

をご確認いただき、療養費等の支給

状況についてご記入願いします。

●記入後、被保険者（組合員）へ返

却していただきますようお願いしま

す。

この証明書について

●レセプトごとに１枚証明書の記載

をお願いします。

●同一月に複数の医療機関等での

受診・処方を受けている場合は、レ

セプトごとの医療費明細がわかるも

のの添付により、月ごとに１枚でも

差し支えありません。

●欄が不足する場合は、左記と同じ

項目を別紙に記入してください。

●補装具等の場合も月ごとに分け

てご記入願います。

●入院時食事療養費や生活療養費

は、給付額に含めないでください。

●福祉医療費助成以外の公費や特

定疾病療養費受給者証が使用され

ている場合は記入しないでください。

記入上の注意

●この証明に関してご不明な点が

あれば、対象者がお住まいの区役

所・北須磨支所へお問い合わせくだ

さい。

ご不明なことは

対象者の方へ

●この証明書は神戸市の福祉医療

費助成の支給額算定のために必要

な書類です。

●証明が必要な診療月を保険者

（組合）に伝え、療養費等の支給状

況について記載してもらってください。

●保険者（組合）から証明を受けた

後、この証明書を区役所（北須磨地

区にお住まいの方は北須磨支所）

に提出してください。

手続きの流れ


